
奈良工業高等専門学校不動産取扱規程 

 

平成１６年４月１日制定 

（目的） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構奈良工業高等専門学校の不動産（以下「不動

産」という。）の管理及び処分に関する事務の取扱いについては，他の法令又はこれに

基づく特別の定めのある場合を除くほか，独立行政法人国立高等専門学校機構不動産管

理規則（平成１６年規則第３８号。以下「規則」という。）及びこの規程の定めるとこ

ろによる。 

（不動産の総括責任者及び管理機関） 

第２条 校長は不動産の管理を総括し，不動産の管理に関する事務を掌る者として，不動

産管理役を置き，事務部長をもって充てる。 

（不動産の監守） 

第３条 不動産管理役は，不動産監守者（以下「監守者」という。）を定め，その所属す

る不動産を監守させなければならない。 

２ 不動産管理役は，不動産補助監守者（以下「補助監守者」という。）を定め，当該監

守者の事務を補助させなければならない。 

３ 監守者及び補助監守者は別に定める。 

（不動産の監守計画） 

第４条 不動産管理役は，不動産の監守について区分，種目，位置，面積，建物等の構造

及び配置状況，監守の事務に従事する教職員の数，学寮及び職員宿舎の位置等を勘案し，

監守区域，火災防止の措置その他監守の方法等を明らかにした監守計画を別に定めなけ

ればならない。 

（監守者の責務） 

第５条 監守者は，不動産管理役の指揮監督を受け，その担当する不動産の監守に関し次

の各号に掲げる事務を行うものとする。 

 一 不動産の利用状況の点検 

 二 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底 

 三 化学実験室，燃料庫等における危険薬品，燃料等の管理状況の点検 

 四 電気及びガス器具の管理状況の点検 

 五 消火器具の点検 

 六 防火用水の点検 

 七 避雷装置の点検 

 八 屋根及び樋の毀損状況の点検 

 九 排水施設の点検 

 十 土地の境界標その他標識類の点検 



 十一 その他監守上必要と認める事項 

 （監守者の報告） 

第６条 監守者は，その担当する不動産について異常を認めたときは，直ちに不動産管理

役に報告しなければならない。 

 

   附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ この規程施行に伴い，奈良工業高等専門学校国有財産取扱内規（昭和４２年４月１日

制定）は廃止する。 

 


